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 会　議　録（要旨）

 令和６年度　第３回　和光市国民健康保険運営協議会

 開催年月日・招集時刻 令和７年１月１６日（木）　１３時３０分

 開 催 場 所 和光市民文化センター　企画展示室

 開 会 時 刻 １３時３０分

 閉 会 時 刻 １４時２５分

 出　席　委　員 事　　　務　　　局

 清水　善行 

青木　二郎 

市島　真理 

奥村　香代子 

佐藤　貴映 

細田　泰雄 

小田原　紀慧子 

鈴木　正敏（会長） 

山﨑　操（会長代理） 

 

　　　　　　　　(９人)

健康部長　　　　　　　　　　　　　　斎藤　幸子 

健康部次長　　　　　　　　　　　　　梅津　俊之 

保険年金課長　　　　　　　　　　　　稲原　大介 

健康支援課長　　　　　　　　　　　　浅井　里美 

健康支援課課長補佐　　　　　　　　　飯田　真子 

保険年金課課長補佐　　　　　　　　　中村　智子 

保険年金課国民健康保険担当統括主査　齊藤　哲也 

保険年金課国民健康保険担当　　      大坂　秀樹 

 欠　席　委　員 傍聴　０人

 佐々木　好評 

内野　裕嗣 

菅野　隆 

佐々木　淳 

内海　英二 

富澤　仁 

 

　　　　　　　　　(６人)

  

 備 

 

 考

会議資料 

次第、資料１（補正予算（案））・資料２－１（当初予算（案））・資料２

－２（予算の概要）・参考資料（令和７年度予算イメージ） 
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１　開会 

 

２　諮問 

斎藤部長より「諮問書」を読み上げ、会長に渡す。 

 

諮問事項（１）「令和６年度埼玉県和光市国民健康保険特別会計補

正予算（第４号）（案）」資料１に基づき説明。 

 

⑴令和６年度埼玉県和光市国民健康保険特別会計補正予算（第４

号）（案）について説明いたします。 

　Ａ４横の資料１をご覧ください。 

今回の補正予算では、3,412 万 5 千円を増額するもので、資料の裏

面をご覧ください。歳入では３項目ございまして、上から順になり

ますが、初めに財産収入として、財政調整基金の預金利子の確定に

より 117 万 6 千円を増額しております。次に繰入金になりまして、

まず、一般会計繰入金につきましては、各繰入金額の確定により、

1,281 万 6 千円を増額しております。次の基金繰入金につきまして

は、歳出の増額補正の財源として財政調整基金からの繰入を 2,013

万 3 千円増額しております。 

　続きまして、歳出になります。初めに保健事業費につきまして

は、集団健診の単価の変更に伴い 284 万 4 千円減額補正しておりま

す。次の基金積立金につきましては、歳入で計上した利子を基金に

積み立てるための歳出になります。最後に、保険給付費等交付金償

還金につきましては、普通交付金の確定により、第三者行為求償、

不当利得等に係る交付金を償還するものになります。また、その他

償還金につきましては、令和５年度出産育児一時金が 48 万円から

50 万円に引き上げられたことに伴う補助金で、精算により返還す

るものになります。返還金としては併せて 3,579 万 3 千円の増額補

正となります。 

　なお、国民健康保険特別会計の貯金である、財政調整基金は３月

補正による積立と取り崩しにより、基金の残高は 10 億 3,857 万 4

千円となります。 
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　３月の補正予算の説明につきましては、以上になります。 

 

歳出の保健事業費の集団健診（検診）の単価の変更により 280 万円

と大きな額ですが、この単価の変更はどういう内容ですか。受診者

が少なくなったとかそういうことではないと思うのですが。 

 

昨年度、健診事業の実施にあたり、事業者選定をプロポーザルによ

り選定しました。昨年度選定した事業者と、今年度選定した事業者

が変わったことが要因です。健診事業者によって健診の単価が変わ

ってきますが、今回は健診事業者が変更になったことで、健診の単

価が下がったということです。 

 

採決の結果、令和６年度埼玉県和光市国民健康保険特別会計補正予

算（第４号）（案）について承認。 

 

諮問事項（２）「令和７年度埼玉県和光市国民健康保険特別会計予

算（案）について」資料２に基づき説明。 

 

⑵令和７年度埼玉県和光市国民健康保険特別会計予算（案）につい

て、説明いたします。 

　当初予算につきましては、資料２－１で予算（案）としてお示し

しております。数字の羅列になるため、資料２－２、Ａ４縦の資料

が予算の概要になっておりますのでこちらで主に説明いたします。

資料２－２をご覧ください。 

　初めに、２予算規模をご覧ください。令和７年度の予算は、64

億 4,236 万 2 千円で、前年度比 7,075 万 1 千円、1.11％の増額とな

っております。 

　続いて、表の世帯数と被保険者数になります。令和７年度の平均

見込として、世帯数は、8,742 世帯、被保険者数は 12,062 人とな

っており、いずれも減少傾向にございます。 

　頁をめくってください。歳入になります。 

1 番上の国民健康保険税、現年課税分は、12 億 2,860 万 1 千円で、

1.08％の減となっております。減額の要因といたしましては、被保
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険者数の減少が大きな要因となっております。 

　一番数字が大きな５、県支出金ですが、主に歳出の保険給付費

（いわゆる医療費）を賄うために県から普通交付金が交付されるも

ので、令和６年度と大きな変更はございません。 

　７の繰入金では、大きな変更として、キ、その他繰入金を 4,000

万円とし、前年度の 6,000 万円から 2,000 万円の減額としておりま

す。その他繰入金については、昨年度作成したヘルスプランにおい

て段階的に繰入金を削減していく計画のため、ヘルスプランどおり

減額して予算計上しています。 

　続きまして、次の頁の歳出になります。歳出の大きな変更項目と

しては、３の国民健康保険事業納付金が 0.76％の増額で 20 億

3,096 万 9 千円となっております。納付金は原則として市の保険税

で賄うことになりますので、被保険者の皆様への影響としては、納

付金の増額が大きな影響となります。 

　４の保健事業では、前年度と比べ 1,200 万円近い大幅な増額とな

っております。⑴の保健衛生普及活動では健康サポート訪問事業、

ジェネリック差額通知事業、レセプト点検事業の各実施事業者をプ

ロポーザル方式により選定することから予算額を多めに見込んでお

ります。⑵の特定健康診査・特定保健指導では、特定健診受診券発

送等役務費、特定健診等データ管理システムの機器更改等が主な増

額要因となります。 

　当初予算の説明の概要につきましては以上になりますが、なかな

か予算については数字だけではイメージがつかないと思いますの

で、資料２－１の裏面５ページをご覧ください。 

　歳入歳出予算を円グラフで示しているものになります。歳出の６

割は保険給付費いわゆる医療費にあたるもので、次に納付金が多く

を占めているのがわかります。歳入については国・県支出金が保険

給付費に充てられることから同程度の割合を占めていることがわか

ると思います。 

　ここからは補足説明となりますが、本日お配りしました追加資料

もご覧ください。予算のイメージを図にしてみました。ざっくりの

イメージになりますが、国保の特別会計は繰入繰出などいろいろ複

雑になっていますので少し整理させていただきました。また、金額
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につきましても大まかな数字となっておりますのでご了承くださ

い。 

　まず国保の特別会計の歳入歳出予算のお財布が左側の四角の図で

す。右側のピンクの円の図は和光市の大元の一般会計歳出予算のお

財布になります。もう一つ、右下の緑の円が基金になり、いわゆる

国保の貯金になります。 

　一番左の歳出で先ほどよりご説明させていただいている予算の６

割を占めている保険給付費いわゆる医療費の保険者負担分は、国県

支出金の普通交付金として同程度の補助が県からいただける分とし

て充てられています。次に歳出の納付金については埼玉県に納める

納付金で、埼玉県の国保財政を運営していくための原資となるもの

です。納付金は主に保険税で賄われることとなりますが、低所得者

や未就学児、産前産後の方に対する保険税軽減分の補填として、青

で示している一般会計繰入金（保険基盤安定繰入金など）で、ピン

クで示している和光市のお財布である一般会計の予算から繰入れて

納付金の支払いに充てています。その他、ここには、国県支出金と

して一部補助が出ているのと、不足分を緑で示している財政調整基

金、いわゆる貯金から切り崩して納付金の支払いを行います。 

保健事業費は、被保険者の皆様が健康であり続けるために行う特定

健診・特定保健指導の取組や、無駄な通院やお薬の飲みすぎ等がな

いようにするために医療費適正化に対する取組、その他、医療費を

抑制するために行う支出です。保健事業はその取組に対して国県か

ら評価を受けて努力支援交付金や県繰入金として補助が出ていま

す。それだけでは賄えない分を保険税や基金で補填している状況で

す。歳出の一番下、総務費・その他支出については、人件費や交通

費、チラシの作成費用や郵送費、運協の皆さんの報酬等もここから

支出しているものになります。これについては、一般会計繰入金が

２種類投入されております。まず事務費繰入金です。これは名前の

とおり事務にかかる費用のものは一般会計から繰入れていいですよ

と国から許可が出ているものです。これを法定繰入といいます。先

ほどの保険税軽減分を補填している基盤安定繰入金等についても同

様に法定繰入になりますので、同じ青色で示しています。その他、

予算上足りない分をその他繰入金として和光市のお財布からいただ
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鈴木会長 

 

 

 

 

 

いて運営しています。この赤で示したその他繰入金は、いわゆる和

光市の国保財政上の赤字となっている分になります。その他繰入金

は、法定外繰入金として扱われており、国保財政の安定的な運営の

ためには基本的に保険税や国県支出金で賄いながら運営しましょう

とされており、その他繰入金を投入することは望ましくない運営状

況と言えることとなります。埼玉県運営方針でも法定外繰入金は、

保険税水準を統一していく取組の方向性として令和８年度までにそ

の他繰入金を解消することと目標が示されており、和光市のヘルス

プランにおいても令和７年度を最後に、その他繰入金を解消する計

画となっております。 

国民健康保険の財政運営は、先ほども申し上げましたように、歳

出にあてる財源は保険税や国県支出金で賄いながら国民健康保険の

お財布の中だけで運営することが本来の姿です。本来の姿にしてい

くには、図の中の赤で示しているその他繰入金の部分と緑で示して

いる基金繰入金の部分は入れずに、運営することが本来の姿であ

り、その他繰入金と基金繰入金を入れないことにより、その分保険

税で賄わなければならないことになりますので、保険税率を上げて

被保険者の皆様で運営していこうということになります。このよう

な国保財政を目指しているのが埼玉県の保険税水準の統一になりま

す。 

もう一点補足させていただきますが、本日お示ししている予算額

のうち納付金額については仮算定額となります。これから埼玉県か

ら正式に確定額の連絡が来る予定となっております。金額が確定次

第速やかに修正をして当初予算として計上することとなりますの

で、ご理解いただきたいと思います。 

当初予算の説明は以上となります。 

 

被保険者数がこの 2 年間で 800 人ほど減っています。和光市の人口

動向がわからないのですが、増加もしてないし減少もしてないのか

なというふうに思っています。被保険者数の減少は主に、おそらく

協会けんぽや組合健保の移行によって国保の被保険者が少なくなっ

ていることが要件の一つだと思うのですが、この辺の和光市の人口

の推移の今後の状況を含めてどのような状況になりますでしょう
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鈴木会長 

 

 

か。 

また、歳出予算の納付金のうち介護納付金について、40 歳から

64 歳までは介護保険料が国民健康保険税に含まれていますが、わ

かりにくく見えにくいため、介護保険料の歳入がどのくらいあっ

て、介護納付金としての歳出がどのくらいあるのか教えてくださ

い。併せて、後期高齢者支援金についても同様に教えてください。 

 

人口としては多少の増減はありますが、すごく伸びているとか、下

がっているということは言えないと思います。 

主に減る要因としては、国保と社会保険の出入りです。社会保険

へ入る方が多ければ最終的には国保の方が減っていく形になりま

す。 

理由として考えられるのが、景気が多少上向いてきて、回復して

きているので、会社にお勤めして社会保険に入る方が増えてきてい

る。また、最近テレビでやっている、年収の壁の関係で社会保険へ

入りやすくなるような制度設計が進んでいるという意味で社会保険

に入りやすくなっている状況はあるかと思います。 

その他に構造的な問題で、75 歳になりますと後期高齢者医療へ

移行することとなります。人口の割合が年齢層の高い方が多い状態

になっており、赤ちゃんが生まれてくるよりも後期高齢者へ移行す

る方のほうが多いということです。毎年同じような傾向にあるので

すが、毎年 3％程度国保の被保険者が減っているという状況です。 

介護納付金などについてですが、予算上の話で申し上げますと、

国保税の一部として納める介護分は約１億 1,000 万円。納付金とし

て払う介護分については、１億 8,700 万円となっております。税収

として入る額より、埼玉県へ納付金として払う額が多いということ

になります。税収のみで足りない部分は、一般会計法定外繰入金や

貯金である財政調整基金から繰入れて運営しています。 

後期高齢者支援金についても基本的には同様の扱いになります。 

 

いわゆる税収の部分では不足していて、市の財政の方から繰入れ

て、そういうものを利用して支払いをしているというイメージでよ

ろしいですね。 
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鈴木会長 

それと、先ほど出ました年収の壁の 103 万円の問題が国会で話し

合われており、どう決まるかまだわからないのですが、いわゆる所

得税が減ることになりますので、地方税に影響が出てきます。新聞

によると、地方税の減収は大きな影響は出ないとなっているのです

が、国保税も地方税に連動しているのでその辺、もしこの 103 万円

の基礎控除がもっと大きくなると減収になるというのは普通に考え

られるのですが、国保税の税収にはそう大きな影響は及ぼさないと

いうことでよろしいでしょうか。 

 

まだ全貌が見えないということがあります。 

今、言われているものが、給与所得の人の所得を 10 万円下げる

ことと、いわゆる住民税と所得税のところの基礎控除という皆さん

引ける部分をどうしようかという話をしている状態です。給与所得

控除の 10 万円下げるというのは皆さん一律に適用されるというの

が示されております。 

基礎控除をどうするかということについては、新聞等を見ます

と、所得税、国の税金については基礎控除も 10 万円反映させて合

計 20 万円になるというふうにしようという話だったのですが、た

だし地方税法の基礎控除、こちらの部分は今のところいじらない、

現状のまま維持しますというようなことが示されています。 

そうしますと、国保の税金を出すときに考えるべきところという

のが、所得と基礎控除を使っているがその基礎控除というのは変わ

らない。ただし給与の方の所得の部分が 10 万円下がるというの

が、個々の納税義務者の方への直接の影響となってきます。 

ここからは本当に推測の話になるのですが、例えば今、所得割が

かかっている人が 8,000 人ぐらいいらっしゃいます。その全員が給

与所得の人だとしたら全員 10 万円ぐらい下がって、税率が三つの

区分があり、所得割の区分を全部足して大まかに 10％ぐらいとい

うふうに考えると、1 人 1 万円の 8,000 人で約 8,000 万円減収と想

定されますが、正式な通知が来ていないため、まだわからないとい

うのが現状です。 

 

減収になるとその分税率にはね返るということで、その分の保険税
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稲原課長 

 

 

 

 

 

清水委員 

 

 

齊藤統括主査 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

鈴木会長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

率の引き上げも必要になってくると、大変なことなのかなと思いま

す。 

 

税収の部分については、国の方から支援があるのかというところを

来年の税制改正のところで審議することになっていますので、令和

７年度 12 月とか、そういう時期にならないと全貌が見えてこない

し、補填されるかなどもはっきりしていないような状況にありま

す。 

 

予算のイメージの特別調整交付金や県繰入金の部分が実際の予算書

のどの部分のことなのか教えてください。 

 

資料２－１、款 5 県支出金のうち特別交付金にかかる部分が予算イ

メージのオレンジで示している部分になります。主なものをピック

アップして載せているので、実際には予算上 8,000 万円がここに該

当してきます。 

 

採決の結果、令和７年度埼玉県和光市国民健康保険特別会計予算

（案）について承認。 

 

３　その他 

 

それぞれの県で国民健康保険の関係市町村と連合会、この辺で国に

対する要請を出しているのですが、その中に、普通調整交付金が伴

う自治体間の所得調整機能を今後も堅持するとともに、生活保護受

給者の国保等への加入に関する議論については見直しを行わず国と

して責任を果たすことという要望事項を国に送っています。 

今の生活保護の行政は国からの直接の公費でやっているわけです

が、その生活保護受給者が国保に入るということになるとどういう

ふうに運営してくのかということは大きな問題で、要望を出してい

るように市町村としては、そうはしないで欲しいという要望なので

す。この辺は具体的に、国から話は来ているのですか。 

 



10 

発言者 会 議 内 容

 稲原課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

齊藤統括主査 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

具体的な話は来ておりません。現在厚生労働省でこれからの医療等

をどうするかということを考える審議会のようなところで、提案の

一つとして、話が出ているところです。 

国の方の考えとしては、生活保護を国が管轄してやっていて、医

療費も全額出している状況。ただ医療費は国保の医療費と違って都

道府県とかが関わってないところで医療費をどんどん出しているの

で、そういうストップの機能が効かないというような見方をしてい

るというところです。国保に加入することで医療費の削減とかいろ

いろ抑えるようなところも機能させて医療費を抑えられないかとい

うような考えがあるようです。 

ただやはり生活保護の方がここに入ってくるっていうことになり

ますので、単純に税収としての所得割とかそういう部分は難しいと

思います。それから所得が少ない方ですと保険税の軽減の対象にな

ってきますので税収としては減るような状況の中で、やはり皆さん

いろんな事情があって生活保護を受けられていると思うのですが、

例えば怪我をして働けないような状況になってしまったとか、メン

タル的な面で働けないとか、そういう方も生活保護を受けている方

にはいらっしゃいますので、医療費の方もかなりかかってくるとい

うような状態だと思います。 

収入が増えない、支出が増える、それに対して国からどれだけお

金が入ってくるかわからない状態になりますので、なかなか厳しい

のではないかと国保サイドとしては考えています。 

 

税率改正について、前回会議にてご承認いただき、１２月議会にお

いて国民健康保険税条例の一部改正が令和７年４月１日から施行さ

れることとなりました。 

　本日特に資料はありませんが、国民健康保険税率について、令和

６年１２月２７日に令和７年度税制改正大綱が閣議決定されまし

た。内容としては、課税限度額が引き上げられることと、国民健康

保険税の減額の対象となる所得基準が引き上げられる内容が盛り込

まれております。 

　具体的な改正内容については、参考に緑色の令和６年度に和光市

が被保険者にお配りしている保険税のチラシをご覧ください。 
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稲原課長 

 

 

　３、国民健康保険税率の表に医療給付分の課税限度額が６５万円

から６６万円に、後期高齢者支援金分の課税限度額が２４万円から

２６万円に引き上げられる予定です。介護納付金分も併せて、合計

１０６万円から１０９万円となります。 

　国民健康保険税の軽減については、裏面の一番上をご覧くださ

い。軽減割合で５割軽減と２割軽減の所得基準が引き上げられる予

定で、５割軽減の場合、４３万円に２９．５万円を加算して算出す

るところ、４３万円に３０．５万円を加算して算出します。２割軽

減の場合は、４３万円に５４．５万円を加算して算出するところ、

４３万円に５６万円を加算して算出します。 

　現時点では、予定の段階で、根拠法の地方税法施行令が改正され

るのが令和７年４月１日の予定です。通常、令和７年度から適用さ

せるためには条例の改正前に運営協議会での承認が必要となります

が、４月１日改正となるため承認をいただく時間がないことから、

専決処分にて対応させていただくこととなりますのでご了承いただ

ければと思います。専決処分は、このように議会を開催する時間が

ない場合などに市長の権限において物事を進めていくことになりま

す。正式には令和７年度の最初の議会にて報告をさせていただきま

す。また、令和７年度の初回の運営協議会の際にも皆様に報告をさ

せていただきます。 

　課税限度額が引き上げられることにより、高所得者層の方の税負

担は増えることとなりますが、引き上げられることにより、中間所

得者層の税負担の伸びを抑えることが可能となります。また、軽減

判定の所得基準を引き上げることで、一定所得のラインを引き上げ

ることになり、物価上昇により収入が増えている状況の中、現在と

同程度の収入状況の方が引き続き軽減判定を受けられるようになり

ます。このことから、低所得者層、中間所得者層の被保険者に優位

な改正となるため、正式な改正が行われましたら専決処分にて速や

かに適用させていただきます。私の説明は以上です。 

 

今の説明についての補足ですが、専決についてですが、今申し上げ

た改正が実際にきちんと国会で確定するのが毎年３月３１日とか３

月３０日となっています。そうすると３月３１日に決まっても 4 月
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1 日から施行するために議会を開いたり協議会で協議する時間がな

いというところで専決といたしますので、よろしくお願いします。 

本日は諮問事項につきましてご審議いただき、ありがとうございま

した。 

次回は、令和７年８月上旬を予定しております。日程は改めて調

整させていただきます。 

本日は、ありがとうございました。 

 

４　閉会 

 


